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衆
議
院
議
員
石
川
知
裕
君
提
出
中
国
艦
船
に
よ
る
我
が
国
の
海
上
自
衛
隊
護
衛
艦
へ
の
射
撃
用
レ
ー
ダ
ー
照
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を
巡
る

一
連
の
政
府
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
中
国
艦
船
に
よ
る
射
撃
用
レ
ー
ダ
ー
照
射
」
は
、
不
測
の
事
態
を
招
き
か
ね
な
い
危
険
な
行
為
で
あ
り
、
極

め
て
遺
憾
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
中
国
側
に
対
し
、
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
て
抗
議
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
り
、
引
き
続
き
、
中
国
側
が
説
明
責
任
を
適
切
に
果
た
し
、
再
発
防
止
の
た
め
に
誠
実
に
対
応
す
る
よ
う
求
め
て
い
く
考

え
で
あ
る
。

二
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

本
年
一
月
三
十
日
午
前
十
時
頃
、
東
シ
ナ
海
に
お
い
て
、
海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
が
中
国
海
軍
の
ジ
ャ
ン
ウ
ェ
イ
�
級
フ

リ
ゲ
ー
ト
一
隻
か
ら
火
器
管
制
レ
ー
ダ
ー
を
照
射
さ
れ
る
事
案
（
以
下
「
本
事
案
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
。
本
事
案
に

つ
い
て
は
、
黒
江
哲
郎
防
衛
省
運
用
企
画
局
長
の
指
示
に
よ
り
、
同
年
二
月
五
日
午
前
十
一
時
三
十
分
頃
、
土
本
英
樹
同
局

事
態
対
処
課
長
か
ら
防
衛
大
臣
に
、
同
日
午
後
零
時
頃
、
中
西
礎
之
同
課
企
画
調
整
官
か
ら
島
田
和
久
内
閣
総
理
大
臣
秘
書

官
を
通
じ
て
内
閣
総
理
大
臣
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
報
を
伝
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



防
衛
大
臣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
に
第
一
報
を
伝
え
る
の
が
同
日
と
な
っ
た
の
は
、
海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
が
中
国
海
軍
艦

艇
か
ら
火
器
管
制
レ
ー
ダ
ー
の
照
射
を
受
け
た
と
確
認
す
る
ま
で
、
事
柄
の
性
質
上
、
慎
重
か
つ
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い

た
た
め
で
あ
り
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
次
第
、
速
や
か
に
防
衛
大
臣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
に
第
一
報
を
伝
え
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
今
後
は
、
本
事
案
の
よ
う
な
危
険
な
行
為
が
疑
わ
れ
る
事
案
が
発
生
し
た
際
に
は
、
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
と
断

定
す
る
に
至
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、基
本
的
に
、内
閣
総
理
大
臣
等
に
第
一
報
を
伝
え
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

本
事
案
に
関
し
政
府
が
公
表
し
た
内
容
に
つ
い
て
、
中
国
側
は
、
事
実
に
合
致
し
な
い
旨
説
明
し
て
い
る
が
、
政
府
と
し

て
は
、
海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
の
機
材
が
収
集
し
た
デ
ー
タ
を
慎
重
か
つ
詳
細
に
分
析
し
て
確
認
し
た
事
実
を
公
表
し
た
も

の
で
あ
り
、
中
国
側
の
説
明
は
全
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
中
国
側
が
説
明
責
任
を
適
切
に

果
た
し
、
再
発
防
止
の
た
め
に
誠
実
に
対
応
す
る
よ
う
求
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

本
事
案
に
係
る
証
拠
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
中
国
側
の
反
応
や
、
当
該
開
示
に
よ
り
自
衛
隊
の
情
報
収
集
・
分
析
能
力
が

明
ら
か
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
慎
重
に
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


